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Ⅰ．施設入所サービス・利用料金

※

（Ⅰ）イ

（Ⅰ）ロ

（Ⅱ）

（Ⅲ）

入所 / 外泊時 加算項目

 管理栄養士が全入所者対象に栄養マネジメントを実施

1,522円 217,860円

1,866円

804単位

7,262円

856単位

907単位

6単位

24単位

合計単位数

1,640円 2,000円 2,100円

1,640円 2,000円

1,640円 2,000円

2,000円

単位数

14単位

18単位

12単位

6単位

4,930円

5,045円 151,350円

785円

393円

月額（30日）
基本料金

基本加算項目 （該当項目が上記月額基本料金にプラスされます）

特別な室料（消費税別途）については、施設とご利用者様との契約に基づき定めます。

栄養マネジメント加算 31円 916円

698単位

743単位

多床室 （4人部屋）

種別

種別

従来型個室 （1人部屋）

（Ⅰ-ⅲ）

要介護状態区分

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

利用料
日額

基本料金
月額（30日）
基本料金

137,430円

2,100円

居住費

居住費 ※特別な室料

147,900円

単位数

1,786円

1,919円

2,030円

2,145円

2,100円 7,493円 224,790円

利用料

介
護
保
健
施
設

サ
ー

ビ
ス

（Ⅰ-ⅰ）

1,620円 1,640円

日額
基本料金

800円

単位数要介護状態区分

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

介
護
保
健
施
設

サ
ー

ビ
ス

1,681円 800円

食費

800円 2,100円

2,100円800円

4,686円 140,580円

144,570円4,819円

　　 南池袋介護老人保健施設アバンセ 利用料一覧

（平成30年4月1日現在）

 した場合、1日につき

 介護福祉士を60％以上配置

夜勤職員配置加算

2,100円 7,606円 228,180円

1,978円 1,640円 2,000円 2,100円 7,718円 231,540円

2,100円 7,360円 220,800円

1,753円

食費

2,100円

800円

2,100円 4,581円

40円

1,744円外泊時在宅サービス利用費用
 退所が見込まれる者に対し、外泊時に施設が在宅での

初期加算 30単位 入所日から起算して 30日以内の期間、1日につき 66円

2割負担

393円

1,570円

介護度や加算状況
により異なります

26円

13円

13円

53円

×3.9％

 月6日を限度とし、1日につき （所定単位数に代えて） 789円

771単位

819単位

880単位

931単位

984単位

サービス提供体制
強化加算

（いずれか一つを算定）

加算項目 内容 日額 月額（30日）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

 介護福祉士を50％以上配置　　★アバンセ該当項目

 常勤職員を75％以上配置

 3年以上勤務の職員を30％以上配置

 基準以上の夜勤職員を配置

 （基本単位＋各種加算項目を加えた合計単位数）×3.9％

1,178円

 サービスを提供した場合、月6日を限度とし、1日につき

加算項目 単位数内容 1日につき

外泊加算 362単位

800単位
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（Ⅰ）

（Ⅱ）

 摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者を対象に、

 特別な管理が行われた場合、1月につき

 認知症と診断された入所者に対して、集中的な個別リハビリ

 テーションを実施した場合、3ヶ月を限度に、又1週に3日を限

 度とし、1日につき

 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、

在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅰ）

 在宅復帰率、ベッド回転率、入退所前後の訪問指導割合、リハ

22円

療養食加算

（Ⅱ）

口腔衛生管理加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

262円

 限度とし、1月につき
10単位

654円

90単位 197円

61円

872円

褥瘡マネジメント加算
 継続的に入所者ごとの褥瘡管理を行った場合、3ヶ月に1回を

（Ⅰ）

 入所中 1回限り

 入所中 1回限り

436円

6単位

120単位

200単位

13円

100単位

 6ヶ月を限度とし、1月につき

218円

各種加算

入所前後訪問
指導加算

退
所
時
等

支
援
加
算

かかりつけ医連携薬剤調整加算  退所時 1回限り

 ビリ専門職や支援相談員の配置割合、重度者の入所受入など

内容

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、入所から起算

在宅復帰・在宅療養支援機能加算

125単位 273円

 施設の在宅復帰や在宅療養の取り組みに対して、一定の基準

 を満たした場合、基本単位にプラスして、1日につき

34単位 74円

 退所時 1回限り

 退所時 1回限り

400単位

400単位

500単位

500単位

300単位

 再入所時 1回限り

350単位

各種加算

老人訪問看護指示加算

認知症情報提供加算

各種加算

 計画を作成し、定期的な評価、計画的な栄養管理を行った場合、

872円

1,090円

1,090円

654円

 退所時 1回限り / 試行的退所時 月1回を限度に

単位数

再入所時栄養連携加算

低栄養リスク改善加算

 低栄養状態にある入所者に対し、低栄養状態の改善等を行う

300単位

内容

 試行的退所時指導加算

 退所時情報提供加算

 退所前連携加算

1日/1月につき

524円

524円

66円

リハビリテーション / 栄養加算項目ほか

240単位

240単位

30単位

450単位

入所 / 退所時 加算項目

 医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び

 内容を有する療養食に対し、1日3回を限度とし、1食につき

 若年性認知症入所者の受入れを行った場合、1日につき

 認知症行動等の変化により、在宅での生活が困難と認められ、

 緊急に受入れを行った場合、7日を限度とし、1日につき

短期集中リハビリテーション
実施加算

口腔衛生管理体制加算

認知症短期集中リハビリテーション
実施加算

 を月2回以上行った場合、1月につき

 経管から経口摂取へ移行するために、栄養管理、食事訓練等

 を行った場合、180日を限度とし、1日につき

若年性認知症入所者受入加算

経口維持加算

経口移行加算

1回につき

480単位

981円

1,047円

28単位

400単位

 1月につき

872円

単位数

内容 単位数 1日につき

 して 3ヶ月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った

 場合、1日につき

 介護職員に対して口腔ケアに関わる指導を行っている場合、

 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者の口腔ケア

 摂食機能障害を有し、著しく誤嚥が認められる者を対象に、

 特別な管理が行われた場合、1月につき

763円

 退所時 1回限り

 退所時 1回限り
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（Ⅰ）

（Ⅱ）

※

 「特定入所者介護サービス費」について （入所・ショート共通）

※ サービス利用時の居住費及び食費は、ご利用者及びご家族様との契約に基づき決定しますが、

所得の低い方（特別区民税世帯非課税者）に対しては、3つの利用者負担段階による居住費・食費

の軽減措置が設けられ、認定者は当該負担限度額の範囲内でご利用いただけます。

※ 減額の対象となる方は、お住まいの区市町村の介護保険窓口で申請手続きを行ってください。

Ⅱ．短期入所（介護予防）・ｼｮｰﾄｽﾃｲ利用料金

多床室 （4人部屋）

従来型個室 （1人部屋）

※

その他、日用品費、教養娯楽費、洗濯代、理美容代等については、別紙をご参照ください。

その他加算項目

 特定の病気を患った入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等が 235単位 513円

 行われた場合、1月1回、7日を限度とし、1日につき 475単位

 死亡日前日及び前々日については、1日につき

 死亡日については

160単位 349円

820単位 1,788円

1,650単位 3,597円

加算項目 内容 単位数 1日/1月につき

7,837円要介護 5 962単位 2,097円 1,640円 2,000円

特別な室料（消費税別途）については、施設とご利用者様との契約に基づき定めます。

要介護 4 911単位 1,986円 1,640円 2,000円 2,100円 7,726円

要介護 3 859単位 1,873円 1,640円 2,000円 2,100円 7,613円

2,100円

要介護 2 798単位 1,740円 1,640円 2,000円 2,100円 7,480円

1,640円 2,000円 2,100円 7,382円

7,308円

介
護
保
健
施
設

サ
ー

ビ
ス

（Ⅰ-ⅰ）

要介護 1 753単位 1,642円

要支援 2 719単位 1,568円 1,640円 2,000円 2,100円

介
護

予
防

（Ⅰ-ⅰ）
要支援 1 578単位 1,260円 1,640円 2,000円 2,100円 7,000円

食費
日額

基本料金
種別 要介護状態区分 単位数 利用料 滞在費 ※特別な室料

短
期
入
所
療
養
介
護

（Ⅰ-ⅲ）

要介護 1 826単位 1,801円 800円

要介護 5 1,039単位 2,265円 800円 2,100円 5,165円

要介護 4 986単位 2,150円 800円 2,100円 5,050円

要介護 3 935単位 2,039円 800円 2,100円 4,939円

要介護 2 874単位 1,906円 800円 2,100円 4,806円

2,100円 4,568円

2,100円 4,701円

日額
基本料金

介
護

予
防

（Ⅰ-ⅲ）
要支援 1 611単位 1,332円 800円 2,100円 4,232円

種別 要介護状態区分 単位数 利用料 滞在費 食費

要支援 2 765単位 1,668円 800円

排せつ支援加算

 1月1回、3日を限度とし、1日につき

1,036円

緊急時治療管理費
 入所者の病状が重篤となり緊急時治療管理が行われた場合、

511単位 1,114円

所定疾患施設療養費

 を行った場合、6ヶ月を限度とし、1月につき

 図るための計画を作成し、定期的な評価、計画的な排せつ支援

ターミナルケア加算

 死亡日以前4日以上30日以下については、1日につき

 排せつに介護を要する入所者に対し、要介護状態の軽減等を

100単位 218円
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基本加算項目 （該当項目が上記月額基本料金にプラスされます）

（Ⅰ）イ

（Ⅰ）ロ

（Ⅱ）

（Ⅲ）

在宅復帰・在宅療養支援機能加算

その他加算項目

※ その他、日用品費、教養娯楽費、洗濯代、理美容代等については、別紙をご参照ください。

Ⅲ．通所リハビリテーション・利用料金

 3日を限度とし、1日につき

重度療養管理加算
 要介護4、5で特定の状態にある利用者に対し、療養上必要な

120単位 262円

654単位 1,426円

認知症行動・心理症状
緊急対応加算

 認知症行動等の変化により、在宅での生活が困難と認められ、
200単位 436円

1,114円

 緊急に受入れを行った場合、7日を限度とし、1日につき

緊急時治療管理費
 入所者の病状が重篤となり緊急時治療管理が行われた場合、

511単位

 処置等を計画的に行った場合、1日につき

特定短期入所療養介護費
（所定単位数に代えて）

緊急短期入所受入加算  緊急に受入れを行った場合、7日を限度とし、1日につき 90単位 197円

種別

 日帰りショートステイで、6～8時間利用の場合

要介護 4 1,076単位 2,389円 750円 3,139円

日額
基本料金

1,257単位 2,741円

 日帰りショートステイで、4～6時間利用の場合 905単位 1,973円

通
所
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー

シ
ョ
ン

要介護 1 667単位 1,481円

750円 3,470円

 日帰りショートステイで、3～4時間利用の場合

要介護 3 924単位 2,052円 750円 2,802円

要介護 2 797単位 1,770円 750円 2,520円

要介護状態区分 単位数 利用料 食費開催日/時間

毎週 月曜 ～ 土曜日
6時間以上 7時間未満

通常規模型

750円 2,231円

要介護 5 1,225単位 2,720円

加算項目 内容 単位数 日額

サービス提供体制
強化加算

（いずれか一つを算定）

 介護福祉士を60％以上配置 18単位 40円

 介護福祉士を50％以上配置　　★アバンセ該当項目 12単位 26円

 常勤職員を75％以上配置 6単位 13円

 3年以上勤務の職員を30％以上配置 6単位 13円

夜勤職員配置加算  基準以上の夜勤職員を配置 24単位 53円

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  （基本単位＋各種加算項目を加えた合計単位数）×3.9％ 合計単位数 ×3.9％

加算項目 内容 単位数 1日/1回につき

 ビリ専門職や支援相談員の配置割合、重度者の入所受入など

 内容を有する療養食に対し、1日3回を限度とし、1食につき

送迎加算  送迎を行った場合、片道につき 184単位 401円

個別リハビリテーション実施加算  20分以上の個別リハビリテーションを実施した場合、1日につき 240単位 524円

若年性認知症利用者受入加算  若年性認知症利用者の受入れを行った場合、1日につき 120単位 262円

加算項目 内容 単位数 1日につき

在宅復帰・在宅療養
支援機能加算（Ⅰ）

 在宅復帰率、ベッド回転率、入退所前後の訪問指導割合、リハ

34単位 74円

 を満たした場合、基本単位にプラスして、1日につき

 施設の在宅復帰や在宅療養の取り組みに対して、一定の基準

療養食加算
 医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び

8単位 18円
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基本加算項目 （該当項目が上記月額基本料金にプラスされます）

（Ⅰ）イ

（Ⅰ）ロ

（Ⅲ）

（Ⅲ）1

（Ⅲ）2

（Ⅳ）1

（Ⅳ）2

その他加算項目

※ 送迎を行わなかった場合には、片道につき53円の減額となります。

※ 日用品費、教養娯楽費については、別紙をご参照ください。

※ 通所のご利用にあたって、連絡用ファイル（300円）を初回にご購入いただきます。

リハビリテーション
提供体制加算

 リハビリテーション専門職の配置が、人員に関する基準よりも手厚い
24単位 54円

 体制を構築している事業所に対して、1日につき

 を行った場合、1週間に2日を限度として、退院（退所）日又は通所

 開始日から起算して3ヶ月以内、1日につき

（Ⅱ）

 認知症と診断された利用者に対して、1ヶ月に4回以上リハビリ

1,920単位 4,263円 テーションを行った場合、退院（退所）日又は通所開始月から

 起算して3ヶ月以内、1月につき

 それに基づくリハビリテーションを実施している場合、1月につき

 （Ⅰ）に加え、毎月1回以上（6ヶ月以内）又は3ヶ月に1回（6ヶ月以降）

 リハビリテーション会議を開催し、その計画書に関して理学療法士、

 とともにその内容を医師へ報告した場合、1月につき

短期集中リハビリテーション
実施加算

 退院（退所）日又は認定日から起算して3ヶ月以内の期間に、
110単位 245円

 個別のリハビリテーションを行った場合、1日につき

1,998円

入浴介助加算  入浴介助を行った場合、1日につき 50単位 111円

（Ⅰ）
 個別のリハビリテーション実施計画書を多職種協働で作成し、

330単位 733円

 （Ⅲ）の内容において、当該計画書等の内容に関するデータを、 2,709円

リハビリテーション
マネジメント加算

1. 6ヶ月以内
2. 6ヶ月以降

（Ⅱ）1

（Ⅱ）2

1,120単位 2,487円

800単位 1,776円

900単位

認知症短期集中
リハビリテーション

加算

（Ⅰ）

 認知症と診断された利用者に対して、個別のリハビリテーション

240単位 533円

加算項目 内容 単位数 1日/1月につき

サービス提供体制
強化加算

（いずれか一つを算定）

 介護福祉士を50％以上配置　　★アバンセ該当項目 18単位 40円

 介護福祉士を40％以上配置 12単位 27円

 3年以上勤務の職員を30％以上配置 6単位 14円

加算項目 内容 単位数 1日/1月につき

若年性認知症利用者受入加算  若年性認知症利用者の受入れを行った場合、1日につき 60単位 134円

生活行為向上
リハビリテーション

実施加算

 リハビリテーション開始月から起算して3ヶ月以内、1月につき

 上記の内容で、開始月から起算して3ヶ月超6ヶ月以内、1月につき 1,000単位 2,220円

 生活行為の向上を図るためのリハビリテーションを行った場合、
2,000単位

中重度者ケア体制加算
 中重度の要介護者（要介護3、4、5）を受入れる体制を構築して

 個別の口腔機能改善計画に基づき、言語聴覚士等が口腔清掃

150単位 333円

 情報提供した場合、6月に1回を限度とし、1回につき

 管理のもと、通所リハビリテーションを実施した場合、1日につき

 要介護3、4、5で特定の状態にある利用者に対し、計画的な医学的
100単位

 又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導・実施を行った場合、

222円

 利用者の栄養状態について担当する居宅の介護支援専門員に
5単位 11円

 協働による栄養改善指導や食事サービス等を行った場合、月2回

 を限度とし、1回につき

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  （基本単位＋各種加算項目を加えた合計単位数）×4.7％ 合計単位数 ×4.7％

栄養改善加算

 月2回を限度とし、1回につき

 個別の栄養ケア計画に基づき、管理栄養士と看護・介護職員の

150単位 333円

重度療養管理加算

口腔機能向上加算

栄養スクリーニング加算

 厚生労働省のシステムを利用して提出している場合、1月につき

 作業療法士又は言語聴覚士が利用者・家族に説明し、同意を得る

850単位 1,887円

530単位 1,177円

 （Ⅱ）の内容において、担当の医師が直接利用者・家族に説明し、

 同意を得た場合、1月につき

1,220単位

4,440円

20単位 45円
 いる場合、1日につき



６-2⃣
Ⅳ．介護予防通所リハビリテーション・利用料金

※ 上記利用料金は月額での計算となります。ただし、食費については750円×ご利用日数の計算となります。

※ 送迎・入浴に関する料金は、上記介護予防通所リハビリテーション費（月額基本料金）に含まれます。

※ サービス提供体制強化加算は、加算（Ⅰ）イの「介護福祉士を50％以上配置」の加算となります。

基本加算項目

選択的サービス （各種加算）

※ 日用品費、教養娯楽費については、別紙をご参照ください。

※ 通所のご利用にあたって、連絡用ファイル（300円）を初回にご購入いただきます。

リハビリテーション
マネジメント加算

 リハビリテーション開始月から起算して3ヶ月以内、1月につき

 情報提供した場合、6月に1回を限度とし、1回につき

生活行為向上
リハビリテーション

実施加算

 生活行為の向上を図るためのリハビリテーションを行った場合、
900単位 1,998円

 上記の内容で、開始月から起算して3ヶ月超6ヶ月以内、1月につき 450単位 999円

 これに基づく適切なサービスが実施、定期的な評価及び計画

 の見直し等が行われた場合、1月につき

口腔機能向上加算

 言語聴覚士等を中心に個別の口腔機能改善計画を作成し、

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

毎週 月曜 ～ 土曜日
6時間以上 7時間未満

要支援 1 1,712単位 72単位 1,784単位 3,961円

種別 開催日/時間 要介護状態区分
①月額

基本単位数
②サービス提供
体制強化加算

合計単位数
（①＋②）

要支援 2 3,615単位 144単位 3,759単位 8,345円

 継続的にリハビリテーションの質を管理した場合、1月につき

 個別のリハビリテーション実施計画書を多職種協働で作成し、
330単位 733円

月額
基本料金

食費
（1日につき）

750円

運動器機能向上加算

 理学療法士等を中心に個別の運動器機能向上計画を作成し、

225単位 500円

加算項目 内容 単位数 1月/1回につき

750円

加算項目 内容 単位数 1月につき

 これに基づく適切なサービスが実施、定期的な評価及び計画

 の見直し等が行われた場合、1月につき

栄養改善加算

 管理栄養士等を中心に個別の栄養ケア計画を作成し、

150単位 333円 これに基づく適切なサービスが実施、定期的な評価及び計画

 の見直し等が行われた場合、1月につき

150単位 333円

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  （基本単位＋各種加算項目を加えた合計単位数）×4.7％ 合計単位数 ×4.7％

栄養スクリーニング加算
 利用者の栄養状態について担当する居宅の介護支援専門員に

5単位 11円



Ⅰ．日用品費・利用料金

　　　　　15 円 （1本）

　　　　　25 円 （1枚）

　　　　　25 円 （1枚）

　　　　　80 円 （1回）

　　　　　100 円 （1回）

　　　　　20 円 （1回）

　　　　　30 円 （1回）

420 円 （1本）

90 円 （1本）

　※上記日用品費は非課税となります。

Ⅱ．教養娯楽費・利用料金

　※行事費等についても実費となります。

Ⅲ．理美容・利用料金　※外注サービス

　　　　　2,000 円

　　　　　2,500 円

　　　　　2,500 円

　　　　　3,000 円

　　　　　3,500 円

　　　　　2,500 円

　　　　　4,000 円

　　　　　3,500 円 ～

Ⅳ．業者洗濯・利用料金　※外注サービス

　　　　　1,000 円

　　　　　  500 円

　　　　　  300 円

　　　　　  150 円

　　　　　  150 円

　　　　　  100 円

　　　　　  150 円

　　　　　  100 円

　※臨時であっても洗濯物合計で500円を超えた場合は、洗濯（小）の請求となります。

　※新規利用開始時に洗濯袋セット（2枚 計300円）をご購入いただきます。

　※上記、利用料合計に別途消費税がかかります。

南池袋介護老人保健施設アバンセ　利用料一覧 《別紙》

　上記の料金にプラス

料金業者洗濯

　丸刈り ＋ 顔剃り

　カットのみ

　カット ＋ 顔剃り

　カット ＋ 顔剃り ＋ シャンプー

品目

　おしぼり

　多目的タオル

料金

　エプロン

　介護用歯ブラシ（柔らか歯ブラシ）

　手芸・工作クラブ

　音楽・脳トレクラブ

通常の洗濯セット

汚染時等臨時で洗濯物が
発生した場合

または個別の洗濯料金

洗濯（大）

洗濯（小）

パジャマ上下

トレーナー・ブラウス・セーター等

ズボン・肌着等

パンツ・靴下等

材料費

実費

実費

実費

　書道・絵画クラブ

　介護用歯ブラシ（くるりーな/ミニモアブラシ）

平成29年8月1日現在

バスタオル

タオル・ハンカチ

　パーマ

　ヘアカラー

料金

　部分パーマ

　入浴セット A 【シャンプーセット】

　入浴セット B 【薬用シャンプーセット】

　ドライボディーソープ（清拭用）

　丸刈り

サービス内容

【業者未確定の為、参考の料金表】

　ボディーローション

クラブ活動内容


